
群馬大学教育実践研究　別刷
第39号　139～147頁　2022

群馬大学共同教育学部　附属教育実践センター

対人専門職としての手話通訳教育における論考

中 野 聡 子





対人専門職としての手話通訳教育における論考

中　野　聡　子

群馬大学共同教育学部特別支援教育講座
対人専門職としての手話通訳教育における論考

中野聡子

Discussion on Sign Language Interpreter Education as a Practice Profession

Satoko NAKANO

Department of Special Needs Education, Cooperative Faculty of Education, Gunma University

キーワード：手話通訳，職業倫理に則った判断，デマンド・コントロール・スキーマ
Keywords : sign language interpreting, ethical decision making, Demand-Control Schema

（2021年10月24日受理）

１　手話通訳とは

　手話通訳は，耳の聞こえない手話話者と耳が聞こえ
る音声言語話者の間をつなぐ。手話通訳者は，双方が
共通の言語・コミュニケーション手段を持たない局面
で介在する存在であり，木村・岡（2019）は，どちら
か一方のために手話通訳者がいるわけではないと強調
している。
　日本における手話通訳の資格として，各都道府県の
登録手話通訳者と，厚生労働省認定資格である手話通
訳士の２つがある。前者は，自治体による違いはある
ものの，多くの場合，厚生労働省が定めたカリキュラ
ム（１）に従って「手話奉仕員養成講座」と「手話通訳
者養成講座」を修了したあと，手話通訳者全国統一試
験に合格した上で，さらに各都道府県が実施する試験
に合格しなければならない。一方，後者の認定試験の
受験資格条件は，20歳以上という年齢制限以外，特に
設けられていない。受験者の内訳としては，登録手話
通訳者の資格を得た後にステップアップとして受験す
る者が最も多いが，この他に，専門学校や大学内に設
置された手話通訳養成のコース・カリキュラムの履修

（２），手話サークルやろう者との交流等により，手話
と手話通訳のスキルを習得して受験に臨む者もいる。

またろうの両親をもつ聴者で幼少時より手話にふれて
きた者が受験することもある。手話通訳の資格は業
務独占ではないものの，障害者総合支援法における意
思疎通支援事業（３）の実施における担い手として，一
定水準の専門性を担保するため，公的制度化されてい
る。
　通訳教育では一般的に，訳出作業を通して，言語ス
キルを高めるトレーニングに大きく時間を割いてい
る。このことは，独自の体系を持った自然言語であ
り，音声言語に匹敵する複雑かつ精緻な言語構造を兼
ね備えている手話言語（Stokoe, 1960）を取り扱う手
話通訳教育においても同様である。手話言語習得プロ
グラムを修了した者の一部は手話通訳者養成プログラ
ムに進むが，プログラム開始時，受講中，修了時のい
ずれの段階においても，受講生の手話言語スキルは総
じて不十分であり（Anderson & Stauffer, 1990; Ball, 
2013; Monikowski & Peterson, 2005; Quinto-Pozos, 
2005; Roy, 2000a; Shaw et al., 2004; Gómetz et al., 
2007; Stone, 2017; 霍間・四日市，2013；繁益，2018
など），通訳訓練にあてる時間の多くを，手話言語の
熟達度を高めるための指導に費やさなければならな
い（４）（Shaw et al., 2004; Roy, 2000a; Stone, 2017）。
通訳作業処理過程は，メッセージの受信→予備処理
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→メッセージの短期保持→意味的意図の認識→意味的
等価性の決定→統語的メッセージ形成→メッセージの
産出（Cokely, 1992）を即時的に行うものであり，一
定の認知的負荷がかかる逐次通訳や同時通訳，その他
の通訳トレーニング法が，第二言語である手話言語の
流暢性や自動化を促進させるという側面もある。通訳
者にとって一番重要な資質である「正確性」（水野，
2008）を担保するために，通訳教育において，言語ス
キルの向上に重点を置いた指導が行われるのは当然の
ことと言える。
　しかし，「２つの言語と２つの文化の間での通訳」
というプロセスを理解するためには，コミュニケー
ションの本質を理解しなければならない（Wilcox & 
Shaffer, 2005）。また，少なくとも建前上はほぼ対等
な参加者の間に介在する会議通訳と，知識，情報，権
力の差が大きいことが多い聴覚障害者と聴者の間に介
在するコミュニティ通訳（２.２参照）では，通訳者
に期待される役割が異なる。このことから，コミュニ
ティ通訳の現場で通訳者が行っていることは，相対的
に「心理言語学的プロセス，双方向コミュニケーショ
ンの観点からみて非常に複雑なもの」（Roy, 2000b）
であると言えよう。このような手話通訳の仕事を，
Dean & Pollard（2013）は，「実践に根ざした対人専
門職」（practice profession）であると述べている。
Roy（2000b）は，通訳現場で利用者から「柔軟性」
を求められることが多いものの，倫理規定には，通訳
者がしていけないことが広範囲に，時には徹底的に記
されている一方，逆に通訳者ができること，すべきこ
と，柔軟性をどこでどのように発揮するべきかについ
ては，ほとんど記されておらず，実務に関する議論は
現場から離れて，倫理規定の範囲でできる／できない
という話になってしまうとしている。
　そこで，本論文では，対人専門職として手話通訳者
に求められている役割や手話通訳者が現場で行わけれ
ばならない職業倫理に則った判断について論考を行
い，手話通訳教育にどのように反映させていくべきか
について検討する。まず，第２節では，手話通訳者に
求められる役割について，２.１で手話通訳者の「中
立・公平性」をめぐる議論を取り上げ，通訳者が中
立・不介入の原則に忠実であろうとしても，コミュ
ニケーションの場を構成する参加者として，中立性
のパラドックスが生じることについて述べる。２.２

と２.３では，手話通訳者の役割モデルとして，援助
者モデル（helper model）と導管モデル（conduit 
model）があることを取り上げつつ，日本の障害者総
合支援法の意思疎通支援事業という社会福祉サービス
の中で手話通訳者に求められる役割，そして，2021年
７月１日から開始された電話リレーサービスのオペ
レータとして手話通訳者に求められる役割について論
じる。第３節では，手話通訳者が現場で対峙する事項
や職業倫理に則った判断の複雑さについて，Dean & 
Pollard（2013）のデマンド・コントロール・スキー
マ（以下，DC-S）の観点から見ていく。最後に，第
４節では，第２節と第３節をふまえて，対人専門職と
しての手話通訳教育のあり方を検討する。

２　「中立・公平性」のパラドックス

２．１　通訳者の「中立・公平性」をめぐる議論
　Roberson（2018）は，手話通訳者の役割モデルに
ついて，援助者モデルから導管モデルに変遷していっ
た経緯について述べている。援助者モデルは，手話が
できる聴覚障害者の周囲の人々によって，通訳だけ
でなく，聴覚障害者が利用されて不利益を被ること
がないようにしたり，本人の代わりに対応するといっ
た行為まで行われてきたことを示している。このよう
な「通訳者」の援助的アプローチは，社会全体に聴覚
障害者が無能であるかのように印象づけることになっ
た。援助的アプローチが聴覚障害者のためにならな
いと指摘される過程で生まれたのが導管モデルであ
る。導管モデルでは，通訳者を電話回線，ロボットな
どに喩え，発話を通訳で仲介する役割に限定している

（p.13-14）。今日，手話言語/音声言語を問わず，通訳
者の職業倫理として挙げられる「正確性」「中立・公
平性」は，導管モデルを強く反映したものであると考
えられる。通訳者の倫理規定における「中立・公平
性」とは，発話者の話された内容に干渉せず，偏見や
先入観をもった通訳を行わない「正確性」，通訳者は
対象者どちらにも加担しない「不偏性」を示している

（飯田，2016：84）。
　しかし，通訳者が，そうした意識を持って通訳場面
に対処し，「あたかも自分がここに存在しないかのよ
うにふるまう」（Monikowski & Winston, 2011）努力
をしたとしても，「中立性が関係性に関する概念であ
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ることを考えると，対話通訳者の活動に関する問題
は，誰に対して，あるいは何に対して中立なのかとい
う疑問が生じる」（Wadensjo, 1992: 268）のである。
談話空間に「参加する」という行為そのものが，聴
覚障害者，聴者，通訳者の３者の相互作用と会話や
りとりに影響を及ぼすことを避けられない（Metzger, 
1995; Roy, 2000b; Wadensjo, 1998）。このことは，

「手話通訳者だけが手話通訳場面の成否を担っている
のではなく，場を構成する３者が共同で談話空間を作
り上げ，そのコミュニケーションの成否に責任を持つ
こと」（Roy, 2000b: 124）を意味する。「通訳者は，
通訳を介した出会いにおける参加者として機能せざる
を得ないことを認識しながら，もはや中立や公平であ
ろうと努力すべきではなく，中立性のパラドックスを
認識して対話型言説への影響を最小限に留める努力を
すべき」（Metzger, 1995: 220）であると言える。

２．２　意思疎通支援事業における手話通訳
　手話通訳は，コミュニティ通訳の分野に包含され
る。コミュニティ通訳とは「公的機関で特定の目的の
ために職員と一般人が対話を行う場面で行われる通
訳」（Wadensjo, 1998: 49）などと定義されており，
行政サービス，医療，司法，教育といった場面が主な
コミュニティ通訳の現場となる。日本において，手話
通訳は，聴覚障害者が理解できる手話を使って様々な
権利にアクセスする「言語権」（水野・内藤，2018：
23-24）を，障害者総合支援法における意思疎通支援
事業として公的保障するコミュニティ通訳であると言
える。
　水野（2008：12-15）は，コミュニティ通訳の特徴
として，①地域住民が対象である，②力関係の差があ
る，③対象者の言語レベルに格差がある，④文化的要
素の影響がある，⑤基本的人権の保護に直結してい
る，の５つをあげている。コミュニティ通訳としての
手話通訳は，まさにこうした特徴を有している。手話
通訳を利用する聴覚障害者は，手話のタイプに限らず
視覚-身体動作モダリティの言語・コミュニケーショ
ンを使用し，聞こえないことからくる文化（例えば，
木村・市田，1995）を持つマイノリティである。世界
各地の聴覚障害者による社会運動の歴史が示すよう
に，聴覚障害者は，差別や偏見，社会的排除にさらさ
れ続けてきた。聴覚障害は，Goffman（1963）の言う

「社会的スティグマ（social stigma）」であり，通訳を
介して対話する聴者との間に，圧倒的，かつ複雑な力
関係の不均衡を生じさせている。そして，聴覚障害者
間における言語レベルの差は，聴者のそれに比較して
大きいものがある。聴覚障害者の大学・短大進学率が
増加し（坂本，2011），高度専門職に就くような聴覚
障害者も増えつつある一方で，依然として先天性聴覚
障害児の言語能力の発達は，聴児に比べて遅れがみら
れる（Blamey & Sarant, 2011）。また，聴覚障害だけ
でなく他の障害を併せ持つケースや，高齢聴覚障害者
では不就学というケースもある。
　会議通訳のように，通訳を利用する両者が高い言語
コミュニケーション力，専門的知識，裁量権を有して
いる場合，通訳者の役割は導管モデルに近く，中立・
公平性を持って発話内容を正確かつ忠実に訳すことに
徹することがしやすい。しかし，コミュニティ通訳で
は，通訳の利用者の一方の言語コミュニケーションや
社会文化的知識レベルが，もう一方に比して顕著に低
いことも多いと考えられる。飯田（2016）は，中国人
帰国者の保護及び自立支援として行われる通訳につい
て，アンケート調査及びインタビュー調査を行い，

「中立・公平性」からの逸脱行為を戦略的に行ってい
る事例をあげている。行政側は，通訳者に対し，行政
の意図を理解して，帰国者と行政の間をつなぎ，帰
国者に生じる様々な問題への対処を期待する支援者的
な役割を期待している。こうしたなかで，通訳者は中
立・公平性という通訳の職業倫理規定との狭間で葛藤
しつつも，通訳者と帰国者の間の信頼関係構築を介し
て行政につなげていくために，「あなたのために」と
いう一言を付け加える，「娘」の立場で通訳する，と
いうことを行っていた。社会的弱者の立場にある人々
からみれば，行政も通訳者も「力」を持つ人々であ
り，通訳以外の何らかの介入を以て信頼関係を構築す
るところから始めなければコミュニケーション不全に
陥り，支援そのものが破綻してしまうことになるから
である。
　障害者総合支援法における意思疎通支援事業の手話
通訳も，制度の目的や意図，手話通訳者に求められる
役割と葛藤は，中国人帰国者のそれと多くの共通点を
有している。江原（2020）は，手話通訳者の主な役割
機能について，「言語翻訳機能」「コミュニケーション
仲介機能」「社会福祉援助機能」「社会変革機能」の４
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つに分類している（p.13）。このうち，３つめの「社
会福祉援助機能」とは，支援者や支援機関と協働して
聴覚障害者を支援援助するものであり，意思形成・意
思決定・意思表出支援，代理説明や代弁といった行為
も含む。これらは，通訳業務以外の時間で生じること
もあるが，通訳現場で，特に言語運用力のバリアが大
きい聴覚障害者と聴者のやりとりにおいて，導管モデ
ルで語られる役割の範囲を超えた介入が迫られること
もあるのは想像に難くない。明らかに，手話通訳者に
は，援助者モデルの要素を含む役割が期待されている
と言えよう（５）。

２．３　電話リレーサービスにおける手話通訳
　日本では，「聴覚障害者等による電話の利用の円滑
化に関する法律」（2020年12月１日施行）に基づいて，
2021年７月１日から，公共インフラとしての電話リ
レーサービスが開始された（６）。電話リレーサービス
は，聴覚障害者等と聴者の電話やりとりを，オペレー
タが手話通訳，または文字通訳によって仲介するもの
である。障害者総合支援法における意思疎通支援事業
では，手話通訳者に援助者モデルの要素を含む役割が
求められていたのに対し，電話リレーサービスの手話
通訳オペレータには，導管モデル寄りの役割が求めら
れていると言えよう（７）。電話リレーサービスでは，
手話通訳者・文字通訳者がオペレータとして介在す
ることが前提となっているため，サービス全体で捉え
ると，電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第２条
３の電気通信役務（８）に該当しないとされているもの
の，通信サービスであるならば，オペレータは内容を
そのまま伝え，善悪を判断すべきではないからであ
る。そのため，電話リレーサービスのオペレータ運用
指針では，「正確性」（９）「中立・公平性」が，「守秘義
務」「知識と技術の向上」と並び，通訳者の職業倫理
として規定されている（10）。このことは，（一社）日本
手話通訳士協会が制定した手話通訳士倫理綱領（第
４節参照）で「正確性」「中立・公平性」に触れられ
ず，むしろ聴覚障害者の主体的な社会参加の支援/援
助者としての位置づけに重点がおかれているようにみ
えることと対照的であると言える。しかし，そうは
言っても電話リレーサービスを利用する聴覚障害者と
聴者について，水野が述べたようなコミュニティ通
訳の特徴は依然として存在し続けていると考えられ

る。オペレータは，「正確性」「中立・公平性」の倫理
規定を逸脱しないように注意を払いながら，談話空間
への参加者という中立性のパラドックスを意識しつ
つ，職業倫理に則った判断によって聴覚障害者と聴者
のコミュニケーションを円滑に成立させなければなら
ない。すなわち，オペレータには，高度なコミュニ
ケーションスキルやソーシャルスキル（相川・藤田，
2005）が必要とされると言えよう。

３　DC-Sにみる職業倫理に則った判断

　第３節では，手話通訳者に求められる職業倫理に
則った判断について，対処を求められるデマンド（要
求）と，それに対して通訳者が選択するコントロー
ル（判断）の相互作用という観点で開発されたデマ
ンド・コントロール・スキーマ（DC-S: Demand- 
Control Schema）を取り上げてみていく。
　DC-Sは，代表的な職業性ストレスモデルの１つであ
るKarasek（1979） のJD-C（Job Demand-Control）
モ デ ル の 概 念 を，Dean & Pollard（2013） が 通 訳
業務のプロセスに応用させた理論的枠組みである。
KarasekのJD-Cモデルでは，仕事のデマンド（要求
度：仕事の量的負荷，仕事上の突発的な出来事，職場
の対人的な問題など）とコントロール（仕事の裁量権
や自由度など）のバランスから職業性ストレスの状態
をみる。手話通訳は業務中に予測不可能な事態が次々
と生じて対処を迫られるハイデマンドな業務である。
これに対応するためのコントロールを十分に持ち合わ
せていない場合，高ストレイン状態に陥ってしまう。
そのため，通訳業務において発生するデマンドを的確
に認識し，コントロールの選択肢を幅広く持てるよう
にすることが大切である。
　通訳の業務を引き受けた時点から完了するまでの
間に発生するデマンドは，①環境に起因するデマン
ド（environmental demands），②人間関係に起因す
るデマンド（interpersonal demands），③発話の性
質に起因するデマンド（paralinguistic demands），
④通訳者の内面に起因するデマンド（intrapersonal 
demands），の４つに分類される。これらのデマンド
カテゴリは，環境に起因するデマンドが起点となっ
て，他の３つのデマンドに影響を与える他，人間関係
に起因するデマンドや発話の性質に起因するデマンド
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が，通訳者の内面に起因するデマンドに影響を与える
というダイナミックなフローを有している（図１参
照）。

　各デマンドカテゴリの詳細について，表１に示す。

　環境に起因するデマンドは，現場に入った段階です
でに存在するデマンドである。このデマンドのサブカ
テゴリである「場の目的」は，「何のために」「なぜこ
の場が存在するのか」に関するものであり，職業倫理
に則った判断に関して言えば，環境に起因するデマン
ドの中でもっとも重要なものである。例えば，会社と
いう場で通訳をするとしても，入社試験なのか，社員
同士の懇親会なのかによって，コミュニケーションの
目的は全く異なる。通訳者にとって，その場を構成す
る特定の人の意図ではなく，場のコミュニケーション
の目的そのものに合わせたコントロールを選択するこ
とが，「中立・公平性」を保つための重要なステップ
となる。
　人間関係に起因するデマンドは，通訳者が直面する
デマンドの大部分を占めている。このデマンドは，業
務遂行中，談話空間の中で「何が起こったか」「何を

言ったか」に関することである。ことばとして表現さ
れていないことを含むコンテクストがあり，人々の相
互作用によって刻々とダイナミックに変化していく状
況において生じるデマンドである。第２節で，水野が
コミュニティ通訳の特徴の１つとして述べている「力
関係の差」は，DC-Sにおいて，この人間関係に起因
するデマンドにあてはまる。人間関係に起因するデマ
ンドを的確に認識するには，人間のコミュニケーショ
ンの本質や複雑性を熟知していなければならない。ま
た，手話言語スキルやろう文化に対する知識のみで，
人間関係に起因するデマンドに対処することは困難で
ある。
　発話の性質に起因するデマンドは，意味ではなく，
発話の知覚的品質に関わるものであり，「どのように
言っているか」ということである。例えば，酩酊状態
で「ろれつの回らない」手話や音声の発話がこれにあ
たる。
　通訳者の内面に起因するデマンドは，その業務にお
いて求められる通訳者自身の肉体的，精神的，感情的
な能力や特性に関連して発生する。通訳者の内面に
起因するデマンドは，デマンドとコントロールの両方
に通訳者自身が関わるものであることから，デマンド
とコントロールの混同が生じやすい。また，通訳者
が持っている（あるいは持っていない）コントロール
そのものが，通訳者の内面に起因するデマンドを新た
に生み出してしまうこともある。例えば，自分がよく
知っているテーマについて通訳することは，環境に起
因するデマンドや人間関係に起因するデマンドに対す
る十分なコントロールを持ちうるが，一方で，そこで
交わされる議論や参加者の間で生じたことに対して，
個人としての強い意見を持つことになり，通訳者の内
面に起因するデマンドを引き起こすことになるかもし
れない。通訳者は談話空間に参加する過程で，環境や
状況，発生しているダイナミクスに対して抱く自身の
考えや感情，偏見が何であるかをしっかり認識できて
いないと，不用意にその場のコミュニケーションに大
きな影響を与え，中立性を侵すことになりかねないの
である。
　コントロールとは，通訳者が業務に関連して生じる
デマンドに対して，どのように関わり，どのように対
処するのか，という通訳者の裁量のことである。コン
トロールは，業務開始前，業務中，業務終了後それぞ

表１　デマンドの種類

図１　各デマンドの発生と影響のフロー
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れのタイミングで行うことができる（表２参照）。

　通訳業務中に発生したデマンドに対しては，通訳団
体の倫理綱領もコントロール選択判断の拠り所の１つ
となる。環境，人間関係，発話の性質に起因するデマ
ンドは，通訳者が誰であるかに関わらず同様に生じて
いるが，これらのデマンドは通訳者の内面に起因する
デマンドに影響を及ぼすため，通訳者が選択するコン
トロールによって，デマンドとコントロールの相互作
用による結果は異なってくる。コントロールの選択肢
は，正しい/間違いの二者択一的観点でみるべきもの
ではなく，職業倫理に則った公平/公正，かつ効果的
な判断として，積極的なものから消極的なものまで取
りうるべき選択肢がいくつもあることを認識しなけれ
ばならない（図２参照）。そして，通訳者は，自身が
どういう人間であるかということによって，どのよう
なコントロールをもたらすことになるのか，判断の傾
向を客観的に捉えておく必要がある。

　通訳者が職業倫理に則った判断としてコントロール
を選択するとき，規則やルールに依拠する義務論的観
点に立つのか，あるいは，その場の目的や，利用者に
とっての最善の結果は何かという通訳者の価値観に依
拠する目的論的観点に立つのか，といった見方をする
こともできる。これについても，通訳者が自分自身の

判断傾向を把握しておくことが大切である。
　デマンドは，主要デマンドに関連して併発的に複数
のデマンドが生じるという複雑な構造を持つこともあ
るため，デマンドとコントロールの相互作用による結
果もまた複雑である。何らかの判断（＝コントロー
ル）の結果，意図した効果が得られる一方で，失われ
るものも生じる。例えば，聴児同士で同じグループに
いる聴覚障害児の作業のまずさを言い合っているとき
に，通訳者が直接本人に言うよう促すことで，聴児と
聴覚障害児はグループとしての作業を協働することが
できたが，その一方で，通訳者の介入によって子ども
同士の主体性が失われることになったというようなこ
とである。

４　職業倫理に則った判断力を高める手話通訳
　　教育

　第３節では，手話通訳者が通訳の業務を引き受けた
時点から完了するまでの間に，環境，人間関係，発話
の性質，通訳者の内面に起因する多くのデマンドが発
生し，特に，人間関係に起因するデマンドは，通訳者
が直面するデマンドの大部分を占めること，そして通
訳者はこれらのデマンドに対して，積極的なものから
消極的なものまで，また目的論か義務論か，といった
観点で職業倫理に則った判断を次々に迫られることを
みてきた。
　では，現在の日本の手話通訳者養成における職業倫
理教育はどのようになっているのであろうか。一般社
団法人日本手話通訳士協会によって1997年５月４日に
制定された手話通訳士倫理綱領（一般財団法人日本手
話通訳士協会，2018）は，①基本的人権の尊重，②聴
覚障害者の主体的な社会参加の支援，③業務改善／向
上に向けた努力，④守秘義務，⑤技術と知識の向上に
向けた努力，⑥技術及び知識の目的外利用に関する検
証，⑦手話通訳制度・手話通訳士養成に関する研究／
実践への積極的参加，をうたう７つの条文で構成され
ている。日本で手話通訳者を目指す者のほとんどが受
講する厚生労働省手話通訳者養成カリキュラムに対応
した講義テキスト（社会福祉法人全国手話研修セン
ター，2020）をみると，このような手話通訳士倫理綱
領が制定された歴史的背景や聴覚障害者の社会的障壁
を具体的に学ぶことで，条文の本質的理解を促し，手

表２　コントロールの機会による分類

図２　職業倫理に則った判断
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話通訳者の職業倫理観を育成しようとする意図が感じ
られる。手話通訳という仕事が，１つ１つの現場が異
なる対人専門職である以上，職業倫理観を強固にして
おくことは重要であると考える。
　一方で，第３節で見てきたように，手話通訳者は現
場において，多くのデマンドが，その場を構成する
人々の言動，思考，感情の相互作用と，手話通訳者が
選択したコントロールの帰結として併発的に発生する
なかで，いくつもの選択肢の中から判断（コントロー
ル）を迫られる。デマンドのなかには，二律背反する
ものもあり，職業倫理に則った判断として何かを選択
した結果，別の何かが失われることもある。「いま，
ここ」で起きていることを的確に捉え，手話通訳者の
自分は，どのような対応をしようとするのか，そして
その判断は，幅広く考えた上で選択されたものなのか
どうか。これらのことを手話通訳者が行うには，マク
ロな観点で手話通訳者の職業倫理観を有するだけでな
く，「いま，ここ」にある通訳を介したコミュニケー
ションをミクロな観点で分析する視点が必要であると
思われる。なぜならば，通訳者が直面するジレンマに
対しても，倫理規定には守るべき原則や価値といった
抽象的な概念が記されているだけであり，また通訳
者が行わなければならない職業倫理に則った判断は，
通訳教育受講者や一部の通訳者が求めるような「ハウ
ツー」で提示することが不可能なものだからである。
Dean & Pollard（2013）は，以下のように述べてい
る。

学生は何かするときに正しいやり方を学ぼうとして，
教師やメンターに「正しい」答えを求めようとするこ
とが多い。学生は，「あなたなら，○○という状況に
どう対処しますか」「このデマンドにどう対処すれば
いいですか」と聞いてくる。しかし，教師やメンター
が単純明快に答えることはまずない。なぜなら学生
は，判断するために必要な多くの状況について述べて
いないからである。従って教師やメンターは，学生の
このような質問に対して，たいていの場合，「場合に
よりけりだ」（It depends…）と答える。（p.74）

　職業倫理に則った判断は，幅広い文脈や状況の中で
行われるべきものであり，通訳教育受講者が身に着け
なければいけないのは，文脈や状況を緻密に把握し，

そこから何をすべきか「考え出す」スキルなのであ
る。そうしたスキルを磨くためには，擬似通訳場面の
シナリオ教材を利用したり，現場通訳演習前後のケー
ス検討を行うといった形で，DC-Sを使いながら，デ
マンドを正確に特定し，そこから職業倫理に則った意
思決定判断（＝コントロール）を行う，自分が行った
判断を振り返るというプロセスを繰り返して練習して
いくことが重要だと考えられる。通訳者は，職業倫理
として中立であろうとしても，談話空間への参加者と
なった時点で，何らかの影響を及ぼすことは避けられ
ない。DC-Sの優れているところは，この中立性のパ
ラドックスという事実を，通訳者の内面に起因するデ
マンドとして取り上げていることである。DC-Sには，
自分がどんな人間であり，どういった判断を下す傾向
にあるのかを認識しながら，柔軟性のある判断力を高
めていけるプロセスが含まれている。通訳者が様々な
通訳業務において，ハイデマンド-ハイコントロール
の状態に持っていけるようにすることは，通訳者の労
働衛生上のリスクを回避し，効果的で自己肯定感の高
い通訳実践につながるとも言える。
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習がプログラムに組み込まれていることが多い。例え
ば，Stone（2017）が研究対象とした Wolverhampton大
学のInterpreting（British Sign Language/ English）コー
スでは，１年目に中級BSLと翻訳，２年目に上級BSL
と逐次通訳，３年目に同時通訳の授業が行われている

（https://www.wlv.ac.uk/courses/ba-hons-interpreting-
british-sign-languageenglish/　2021年10月24日 確 認 ）。
また，厚生労働省の「手話奉仕員及び手話通訳者養成カ

リキュラム」は，80時間の手話奉仕員養成カリキュラム
と90時間の手話通訳者養成カリキュラムで構成されてい
るが，手話奉仕員養成カリキュラムでは通訳訓練がな
く，日常会話レベルの手話習得が学習到達目標となって
いる。

（５）（一社）日本手話通訳士協会の手話通訳士倫理綱領にお
いて「正確性」「中立・公平性」に言及されていないの
は，障害者総合支援法における意思疎通支援事業で，手
話通訳者に援助者モデルの要素を含む役割が求められて
いるためなのかもしれない。

（６）公共インフラとしての電話リレーサービスは，2018年３
月現在，アメリカ合衆国，カナダ，イギリス，イタリ
ア，韓国，タイなど25カ国で実施されている（一般財団
法人全日本ろうあ連盟　2017年度電話リレーサービス普
及啓発推進事業報告書）。

（７）「公共インフラとしての電話リレーサービスの実現に向
けて-電話リレーサービスに係るワーキンググループ報
告」（デジタル活用共生社会実現会議 ICTアクセシビリ
ティ確保部会 電話リレーサービスに関わるワーキンググ
ループ），ｐ．26

（８）（７）の報告書，参考18　電気通信事業法（昭和59年法
律第86号）第２条３「電気通信役務　電気通信設備を用
いて他人の通信を媒介し，その他電気通信設備を他人の
通信の用に供することをいう。」

（９）「通訳オペレータは，利用者又は相手先の表現の等価性
を重視して通訳しなければならない」と記されている。
ここで述べられている「正確性」とは，起点言語と目標
言語の字義的な等価性ではなく，意味的等価性を求める
ものであり，異言語／異文化を反映した語用論的な相違
を考慮した訳出を含んでいると思われる。

（10）（一財）日本財団電話リレーサービス オペレータ運用指
針：https://nftrs.or.jp/wp-content/uploads/2021/07/3f0
09a53ade119f00403abb0193be323.pdf（2021年10月22日
確認）

 （なかの　さとこ）
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